
令和4年11月29日

１ 議案及び諮問

番
号

件　　　　　　名 説　　　　　　　　　　明

1

武蔵野市立武蔵野芸
能劇場条例の一部を
改正する条例（例規
類集P.1440）

開館時間の見直しに伴い、所要の改正をするものである。

・開館時間を１時間前倒し「午前10時から午後11時まで」を「午前９時から
午後10時まで」とする。
・開館時間の見直しに伴う別表の使用料等の改正

2

武蔵野市立吉祥寺シ
アター条例の一部を
改正する条例（例規
類集P.1474）

開館時間の見直しに伴い、所要の改正をするものである。

・閉館時間を30分前倒し「午後10時30分まで」を「午後10時まで」とする。
・開館時間の見直しに伴う別表の使用料等の改正

3

武蔵野市健康福祉施
策推進審議会設置条
例

健康及び福祉に関する施策を推進するため、計画の策定及び評価に関する事項
を調査し、及び審議する附属機関として、地方自治法（昭和22年法律第67号）
第138条の４第３項の規定に基づき、武蔵野市健康福祉施策推進審議会を設置
し、必要な事項を定めるため、条例を制定するとともに所要の改正をするもの
である。
武蔵野市健康福祉施策推進審議会の設置、所管事項、組織、任期等審議会に
関して必要な事項を定めるため、武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例
を制定する。

4

武蔵野市ひとり親家
庭等の住宅費の助成
に関する条例の一部
を改正する条例（例
規類集P.1700）

現況の届出方法の見直しに伴い、所得の制限に係る対象期間の開始の日を改め
るほか、所要の改正をするものである。

・所得の制限に係る対象期間の開始の日を規則で定める日とする。
・助成金の支給に係る申請を受給資格の認定の申請と併せて行うこととする
改正

5

武蔵野市国民健康保
険条例の一部を改正
する条例（例規類集
P.1850）

国民健康保険財政の健全化を図るため、国民健康保険税の課税限度額を引き上
げるほか、所要の改正をするものである。

・課税限度額の引上げを行う（基礎分63万円→65万円、後期高齢者支援金分
19万円→20万円）。
・その他所要の改正

6

武蔵野市消防団に関
する条例の一部を改
正する条例（例規類
集P.2565）

消防団員の報酬を改めるほか、所要の改正をするものである。

・消防団団長、副団長及び本部分団長の定年延長（60歳→65歳）
・報酬項目の新設及び改正
・出動報酬額の改正
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7
令和４年度武蔵野市
一般会計補正予算
（第５回）

◎４億９４５４万１千円補正増
（補正後の予算額７５６億２５８５万６千円）

【歳出の主なもの】
○総務費
・市民活動推進事業費　１３１１万円補正増
（内訳）コミュニティセンターの管理運営に係るエネルギー価格高騰分電気料
及びガス料
・市民文化施設事業費　３３５７万２千円補正増
（内訳）市民文化施設の管理運営に係るエネルギー価格高騰分電気料及びガス
料
○衛生費
・保健衛生総務費　１億３５６９万３千円補正増
（内訳）出産・子育て応援交付金の支給事務に係る消耗品、郵送料等事務費及
び事業費（交付金）　ほか
・予防費　８４２２万３千円補正増
（内訳）高齢者インフルエンザ予防接種に係る委託料及び負担金
・ごみ処理場費　２５１２万１千円補正増
（内訳）クリーンセンターの管理運営に係るエネルギー価格高騰分電気料
○土木費
・交通対策費　２１００万円補正増
（内訳）地域交通対策事業における公共交通事業者運行継続支援金
○教育費
・学校管理費（小学校費）　８３１８万４千円補正増
（内訳）校舎等施設維持管理に係るエネルギー価格高騰分電気料及びガス料
ほか

【歳入の主なもの】
○国庫支出金　国庫補助金　２億６６０６万円補正増
○都支出金　都補助金　８６８８万円　補正増
○繰越金　２億６６６０万９千円補正増

【債務負担行為追加】
・第一中学校改築工事　４６億１５５７万８千円
・第五中学校改築工事　４５億７０６２万１千円　ほか

8

令和４年度武蔵野市
国民健康保険事業会
計補正予算（第１
回）

◎１億４１７５万１千円補正増
（補正後の予算額１３４億１１３６万９千円）

9
令和４年度武蔵野市
水道事業会計補正予
算（第１回）

◎５４４１万７千円補正増
（補正後の水道事業費　３７億４６６２万９千円）

10

武蔵野市個人情報の
保護に関する条例
（追加予定議案）

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律
第37号）の施行による個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の
改正に伴い、個人情報の保護に関する法律の施行に関する事項その他個人情報
の保護に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するとともに所要の改正を
するものである。

個人情報保護法で規定されている条例で定めることができる事項及び同法の
趣旨の範囲内で個人情報の保護に関して市が独自に定める事項について規定
するため、武蔵野市個人情報の保護に関する条例を制定する。

11

武蔵野市情報公開・
個人情報保護審査会
条例（追加予定議
案）

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律
第37号）の施行による個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の
改正を踏まえ、武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織、調査審
議の手続等について定めるため、条例を制定するとともに所要の改正をするも
のである。

武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会の設置、所掌事項、組織、調査審議
の手続等を規定するため、武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会条例を制
定する。
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12

武蔵野市情報公開・
個人情報保護審議会
条例（追加予定議
案）

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律
第37号）の施行による個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の
改正を踏まえ、武蔵野市情報公開・個人情報保護審議会の設置、組織等につい
て定めるため、条例を制定するとともに所要の改正をするものである。

武蔵野市個人情報保護審議会と武蔵野市情報公開委員会を統合し、武蔵野市
情報公開・個人情報保護審議会の設置、組織、所掌事務等を規定するため、
武蔵野市情報公開・個人情報保護審議会条例を制定する。

13

武蔵野市死者情報の
開示に関する条例
（追加予定議案）

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律
第37号）の施行による個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の
改正を踏まえ、死者の情報の開示請求について必要な事項を定めるため、条例
を制定するものである。

特定の死者（被相続人）の情報に関する相続人等からの開示請求を現行の水
準で維持するため、武蔵野市情報公開条例の特例として、特定の死者の情報
について相続人等への開示に関する事項を定めるため、武蔵野市死者情報の
開示に関する条例を制定する。

14

武蔵野市議会議員の
議員報酬等に関する
条例の一部を改正す
る条例（例規類集
P.556）（追加予定
議案）

武蔵野市議会議員に係る期末手当の支給月数の変更に伴い、所要の改正をする
ものである。

期末手当の支給月数の改定

15

武蔵野市特別職の職
員の給与及び旅費に
関する条例の一部を
改正する条例（例規
類集P.583）（追加
予定議案）

武蔵野市特別職の職員に係る期末手当の支給月数の変更に伴い、所要の改正を
するものである。

期末手当の支給月数の改定

16

武蔵野市教育委員会
教育長の給与、旅
費、勤務時間及びそ
の他の勤務条件に関
する条例の一部を改
正する条例（例規類
集P.590）（追加予
定議案）

武蔵野市教育委員会教育長に係る期末手当の支給月数の変更に伴い、所要の改
正をするものである。

期末手当の支給月数の改定

17

武蔵野市一般職の職
員の給与に関する条
例の一部を改正する
条例（例規類集
P.593）（追加予定
議案）

一般職の職員の給与改定に伴い、所要の改正をするものである。

・行政職給料表の改定
・勤勉手当の支給月数の改定
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